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長野県告示第358号

　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号）第35条の６第１項の規定により、次

のとおり液化石油ガス販売事業者を認定しました。

　　令和６年７月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一

氏名又は名称
及び代表者の氏名

住所又は所在地 認定年月日

有限会社横嶋商店
代表取締役　横嶋	仁

千曲市桜堂500－３ 令和６年６月13日

産業技術課

長野県告示第359号

　北陸地方整備局千曲川河川事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14

条第１項の規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和６年７月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　用地測量

２　作業期間

　　令和６年２月７日から令和６年７月31日まで



2 令和６年（2024年）７月１日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第521号長　 野　 県　 報

建設政策課

長野県告示第360号

　北陸地方整備局松本砂防事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条

第１項の規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和６年７月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　UAV レーザ測量、基準点測量

２　作業期間

　　令和６年６月４日から令和７年３月15日まで

３　作業地域

　　北安曇郡白馬村

建設政策課

長野県告示第361号

　長野県上田地域振興局長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規

定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和６年７月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量

２　作業期間

　　令和６年３月19日から令和６年10月４日まで

３　作業地域

　　上田市

建設政策課

長野県告示第362号

　松本市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公共

測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和６年７月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点復旧測量

２　作業期間

　　令和６年５月27日から令和６年７月30日まで

３　作業地域

　　松本市

建設政策課

３　作業地域

　　飯山市
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長野県告示第363号

　塩尻市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公共

測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和６年７月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　塩尻市基盤地図修正

２　作業期間

　　令和６年５月27日から令和７年２月28日まで

３　作業地域

　　塩尻市

建設政策課

長野県告示第364号

　南牧村長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公共

測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和６年７月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　都市計画基本図作成

２　作業期間

　　令和６年４月24日から令和７年３月31日まで

３　作業地域

　　南佐久郡南牧村

建設政策課

長野県告示第365号

　国土交通省都市局国際・デジタル政策課デジタル情報活用推進室長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第

39条において準用する同法第14条第２項の規定による公共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和６年７月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　レベル 2500：3D 都市モデル作成

２　作業期間

　　令和６年１月22日から令和６年３月22日まで

３　作業地域

　　茅野市

建設政策課

長野県告示第366号

　長野県松本地域振興局長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の

規定による公共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和６年７月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量
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建設政策課

長野県告示第367号

　長野県佐久建設事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の

規定による公共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和６年７月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量

２　作業期間

　　令和５年12月14日から令和６年３月25日まで

３　作業地域

　　佐久市

建設政策課

長野県告示第368号

　駒ケ根市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定による公

共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和６年７月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　街区基準点改測

２　作業期間

　　令和６年１月31日から令和６年３月12日まで

３　作業地域

　　駒ケ根市

建設政策課

２　作業期間

　　令和５年12月18日から令和６年３月27日まで

３　作業地域

　　東筑摩郡山形村

長野県告示第369号　

　地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第12号）附則第２条第１項の規定により、県営住宅の家賃及び

県営住宅を退去した者の滞納家賃の収納の事務（長野市、松本市、須坂市、塩尻市、千曲市、安曇野市、埴科郡、上高井郡

及び上水内郡の区域に所在する県営住宅に係る事務に限る。）を次のとおり委託しました。

　　令和６年７月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　受託者住所

　　長野市大字南長野南県町1003番地１

２　受託者氏名

　　長野県住宅供給公社　

３　委託期間

　　令和６年４月１日から令和11年３月31日まで

建築住宅課公営住宅室
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長野県北信建設事務所告示第６号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和６年７月19日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県北信建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和６年７月１日

	 長野県北信建設事務所長　関　　　一　規

１　道路の種類　　県道

２　路		線		名　　中野小布施線

３　道路の区域

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

中野市大字三ツ和1523番の２地先から
中野市大字桜沢342番の４地先まで

旧

ｍ

4.6 ～ 8.3

km

0.3955

同　　　　　上 新 7.3 ～ 11.9 0.3964

道路管理課

長野県飯田建設事務所告示第３号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和６年７月19日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県飯田建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和６年７月１日

	 長野県飯田建設事務所長　唐　澤　則　夫

１　路　　　線　　　名　　上飯田線

２　供用を開始する区間

　　下伊那郡喬木村9119番の267地先から

　　下伊那郡喬木村9119番の467地先まで

３　供用を開始する期日　　令和６年７月１日

道路管理課


